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仕様書 
 

第１ 委託件名 

報奨旅行等、国際会議・国内会議及び展示会・イベントに関する効果測定業務委託 

 

第２ 契約期間 

契約締結日の翌日から令和３年３月３１日まで 

 

第３ 履行場所 

公益財団法人東京観光財団（以下「財団」という。）の指定する場所 

 

第４ 目的と概要 

東京への企業系会議、企業の報奨旅行等（以下「企業系ビジネスイベンツ」とい

う。）、国際会議、及び展示会・イベントの誘致促進に向けて、実施した施策の効果

を把握するため、設定した定量的・定性的指標（以下「ＫＰＩ」※という。）を計測し、

分析する。また、国内会議等の国際化支援に係り、国内会議主催者への意向調査を行

い、より効果的な支援制度の構築を図る。 

※ＫＰＩ＝Key Performance Indicator 

 

第５ 委託内容 

１ ＫＰＩ指標算出に係る調査および分析 

受託者は、以下に挙げる企業系ビジネスイベンツ、国際会議及び展示会・イベ

ントのＫＰＩ指標について、最適な調査方法を検討し、調査・分析を行うこと。調

査方法決定にあたっては、財団と綿密な協議をし、実際の調査にあたっては、必要

に応じ関連業界の事業者から情報提供を受けること。また、財団が独自で調査し、

結果を提供するＫＰＩ指標については分析を行うこと。 

 

１）企業系ビジネスイベンツのＫＰＩ指標 

① 認知度 

企業系ビジネスイベンツ開催都市としての東京及び本年度掲出した広告の

認知度について、財団が海外のミーティングプランナー約６０名程度に対して実

施したアンケート結果を基に現状分析を行う。 

【調査対象期間：令和２年４月１日～令和３年３月３１日】 

 

② 満足度 

東京での企業系ビジネスイベンツを開催したミーティングプランナー約３

０名程度に財団がヒアリングを行った結果について現状分析を行う。 

【調査対象期間：令和２年１月１日～令和２年１２月３１日】 
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③ 誘致活動成果 

令和２年に財団が誘致・開催支援した東京での企業系ビジネスイベンツの件

数について、報告書に記載する。数値については財団より受託者に提供する。  

【調査対象期間：令和２年１月１日～令和２年１２月３１日】 

 

④ コンテンツ充実度 

令和２年度に財団が開発支援したプログラムの件数について、報告書に記載

する。数値については財団より受託者に提供する。 

【調査対象期間：令和２年４月１日～令和３年３月３１日】 

 

⑤ 開催実績 

東京都における１年間の企業系ビジネスイベンツによる外国人参加者の宿

泊数、企業系ビジネスイベンツ参加人数に泊数を掛けたもの等を数値として算出

する。また、セグメント（企業系会議／報奨・研修旅行）ごとの平均泊数を割り

出すものとし、財団が都内２５程度のホテルに対して調査する結果を元に算出し、

結果を分析（クロス分析等を含む）する。 

【調査対象期間：令和２年１月１日～令和２年１２月３１日】 

 

２）国際会議のＫＰＩ指標 

① 参加者満足度 

(1) 国際会議参加者対象 

令和２年度に東京都が開催支援プログラム（※１）を提供する国際会議にお

いて、受託者はホスピタリティーデスクに関する対面調査を実施する（※２）。

調査実施後、調査結果を集計し、結果を分析する。分析に際しては、クロス分析

も用いること。調査項目については財団が別途指定する。 

令和２年度対象会議：４件 

調査対象：海外参加者（英語による調査） 

回収数：各会議最低１００名（計４００名）以上 

調査対象時期（予定）：１回目 令和２年８月下旬 

２回目 令和２年９月上旬 

           ３回目 令和２年１０月上旬 

           ４回目 令和２年１２月中旬 

※１ 海外参加者を対象に、都内半日観光ツアー、都内半日テクニカルツア

ー、日本文化プログラム、ホスピタリティーチーム派遣、歓迎バナーの掲出、又

は都内関連企業紹介ブースの設置等を提供するプログラム 

※２ 調査対象者は、開催支援プログラムの参加の有無にかかわらず、その

会議に参加している海外参加者の中から抽出する。 
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(2) 開催支援プログラム参加者対象 

令和２年度に東京都が開催支援プログラムを提供する国際会議において、開

催支援プログラム（都内半日観光ツアー、都内半日テクニカルツアー、日本文化

プログラム）の参加者に対して財団よりアンケート調査を実施する。受託者は調

査結果を集計し、結果を分析する。調査項目については財団が別途指定する。 

- 令和２年度対象会議 

都内半日観光ツアー又は都内半日テクニカルツアー５件 

日本文化プログラム３件 

- 調査対象 

開催支援プログラム（都内半日観光ツアー、都内半日テクニカルツアー、日

本文化プログラム）海外参加者（英語による調査） 

- 調査数 

都内半日観光ツアー又は都内半日テクニカルツアー５０名程度×５件 

日本文化プログラム５０名程度×３件 

 

② 開催実績（都内開催件数） 

２０１９年（暦年）に東京都にて開催された国際会議の開催件数について分

析を行う。統計結果については、令和２年６月頃に発表されるＵＩＡ統計の数値

を用いるものとする。 

 

③ 誘致ポテンシャル 

令和２年度に実施するＦＡＭトリップ※参加者１５名程度に対し、財団が行

うヒアリング結果について分析を行う。 

【調査対象期間：令和２年４月１日～令和３年３月３１日】 

※将来的に東京にて国際会議開催を検討しているコアＰＣＯや国際本部よ

り、開催都市決定プロセスに関わる人物を招聘し、都内の会議施設、ホテル、レ

セプション会場、観光・文化プログラム等を視察させるもの。 

 

④ 主催者満足度 

令和２年度に東京都が支援した国際会議主催者を対象とし、財団が調査した

支援内容への満足度について分析を行う。調査結果は日本語、英語いずれかにて

財団より支給する。 

令和２年度対象数：３０件程度 

調査対象：誘致／開催資金助成制度対象の国際会議主催者 

開催支援プログラムを提供した国際会議主催者 

【調査対象期間：令和２年４月１日～令和３年３月３１日】 
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３）展示会・イベントのＫＰＩ指標 

① 認知度 

令和２年度に東京都が支援した展示会を開催する主催者１０者程度が実施

するアンケート結果を基に、当該展示会の認知度について分析を行う。なおア

ンケートは、財団が展示会主催者に依頼し、展示会主催者が海外展示会のブー

ス来訪者に対して実施する。アンケート結果は日本語、英語いずれかにて財団

より支給する。 

【調査対象期間：令和２年４月１日～令和３年３月３１日】   

 

② 主催者満足度 

令和２年度に東京都が支援した展示会及び国際イベント主催者を対象とし、

財団が調査した支援内容への満足度について分析を行う。調査結果は日本語、英

語いずれかにて財団より支給する。 

令和２年度対象数：１５件以内 

調査対象：展示会国際化支援助成事業対象の展示会主催者 

国際イベント誘致／開催資金助成制度対象の国際イベント主催者 

【調査対象期間：令和２年４月１日～令和３年３月３１日】   

 

③ 開催実績（海外来場者数及び海外出展者数） 

令和２年度に東京都が支援した展示会の海外来場者数及び海外出展者数に

ついて、分析を行う。海外来場者数及び海外出展者数の結果については、財団よ

り支給する。 

【調査対象期間：令和２年４月１日～令和３年３月３１日】   

  

４）ノベルティの制作 

２）国際会議のＫＰＩ指標①参加者満足度(1) 国際会議参加者対象にてアン

ケート回答者に配布するノベルティを制作すること。制作物はサスティナブルな

ものを提案し、財団と協議の上作成すること。 

・制作物：文具、お土産等のノベルティ 

・制作部数：４００部程度  

・デザイン：自由とするが、過去財団が作成したデータ・素材等を提供する

ことも可 

 

２ 国内会議等の主催者への国際化に係る意向調査 

国内会議主催者（学協会等）へ国内会議の国際化に係るヒアリング調査等を実施す

る。 

１） 調査対象 

国内会議主催者（学協会等）が開催する国内会議でかつ外国人参加者が一定数

存在する会議の主催者に対してヒアリング調査を実施する。 



5 

令和２年度調査件数（予定）：１０件以上 

２） 調査・分析 

国内会議の国際化に係る実態やニーズ、実現にあたっての課題等についてヒア

リング調査を実施する。実施にあたっては、以下の点に留意すること。 

① ヒアリング内容・手法、ヒアリング先の国内会議主催者の提案は受託者が行

い、財団と協議の上決定する。ヒアリング先候補については分野、業界を考

慮する。 

② 調査結果の分析・考察を行い報告書に掲載する。調査結果とあわせてヒアリ

ングを行った国内会議の会議報告（参加者内訳、プログラム内容等）も作成

する。 

 

第６ 賠償責任 

本委託の履行にあたり、第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を

賠償しなければならない。ただし、その損害の原因が、不可抗力、その他やむを得

ない事由のときは、財団と受託者が協議の上、その処理方法を決定する。 

 

第７ 成果品 

１ 報告書の概要 

受託者は、第５で調査、分析した内容について報告書を作成すること。報告書は

以下の構成にて作成し、令和２年１月末までに調査結果を把握している項目に関し

て暫定版を提出すること。１月末以降に調査実施となる項目については追って作成

し、財団との協議の上、３月中旬を目途に完成版を提出すること。 

 ・調査する KPI 指標 

 ・調査項目と調査方法 

 ・調査の実施経緯 

 ・調査結果と結果分析 

 

２ 納品方法 

本委託完了後に、以下の成果品として第 8で指定する場所に納入すること。 

１）報告書・報告書概要版の電子情報（CD－R 又は DVD－R） 3 部 

２）電子データの提出は以下によること。 

・報告書の電子データは、Microsoft 社製 Word・Excel・PowerPoint 等により編

集可能な形式及び PDF ファイルとする。 

・格納媒体は原則 CD-R または DVD-R とする。また、収納ケース、CD-R 等に、委

託年度及び委託件名等を付記すること。 

３） 報告書の仕様は下記の通りとすること。 

・フォント：ＭＳ 明朝（和文）、Times New Roman（英文） 

・文字サイズ：１０．５ポイント 

・余白：上下２５．４mm、左右１９mm 



6 

成果品の納入後、内容に不備等があった場合には、速やかに受託者の負担で修正等

を行うこと。 

    

第８ 納入場所 

公益財団法人東京観光財団 

 

第９ 著作権 

１ 本委託で作成したすべての成果品の著作権（著作権法第２７条及び２８条の権利を

含む）は、財団に譲渡すること。受託者は著作者人格権の行使をしないものとする。

この規定は、受託者の従業員及び本委託遂行にあたり再委託を行った場合の再委託

先又はそれらの従業員に著作人格権が帰属する場合にも適用する。 

２ 第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、受託

者の責任と費用を持って処理すること。 

３ その他著作権等で疑義が生じた場合は、別途協議のうえ、決定するものとする。 

 

第１０ 守秘義務 

受託者は、業務上知り得た秘密が漏洩することがないよう十分注意すること。 

 

第１１ 第三者代行の禁止  

 本委託業務は、原則として第三者に代行させてはならない。ただし、事前に文書により

財団と協議し、その承認を得た事項については、第三者に委託して行うことができる。 

 

第１２ 個人情報の保護 

１ 受託者は、本契約の履行にあたり、財団の保有する個人情報の取扱いについては、

別紙「個人情報に関する特記事項」を遵守すること。 

２ 受託者は、本契約の履行に関連する受託者独自の個人情報の取扱いについては、前

記「個人情報に関する特記事項」の規定に準じて、個人情報の漏えい、滅失及びき

損の防止、その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

第１３ 支払い方法 

委託料は、成果品納入後に一括で支払うものとする。 

 

第１４ その他 

１ 受託者は、業務の詳細について、財団の担当者及び関係者と十分な打合せを行い、

業務の目的を達成すること。 

２ 受託者は、本仕様書に記載のない事項及び疑義がある場合は、財団と事前に協議

し、その承認を得ること。 

３ この契約にかかる費用は、実施要領に明記した例外を除き、全て契約金額に含む

ものとする。 
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４ 財団は必要に応じて本契約に係る情報（受託者名・契約種別・契約件名および契

約金額等）を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。 

 

 

担当者連絡先：公益財団法人東京観光財団 濱口・村田・曽根・野本 

電話 ０３－５５７９－２６８４                                   

ＦＡＸ ０３－５５７９－２６８５ 


